
1 

 

 

令和 6（2024）年度 事業報告書 

 

特定非営利活動法人やお市民活動ネットワーク 

Ⅰ. 事業期間 

令和 6（2024）年 4 月 1 日〜令和 7（2025）年 3 月 31 日 

 

Ⅱ. 事業の成果と課題 

今期（第 22 期）は、一時は法人解散の危機が訪れたが、再度、一からやり直しを図ったこと

で、様々な面（人事・処遇改善といった労務・物品や資産整理・事業活動）で膿を出し改善を

図ることが出来た。市民活動団体は、コロナ禍等様々な状況や課題を経ても、引き続き活動の

終了や活動の休止または団体の解散といった終止符を打つことが発生している。当法人は同じ

過ちを繰り返さないために経営理念及び事業方針の策定を定めて行く必要があることを、各事

業や理事会等において共通認識として深めることが出来た。 

 

Ⅲ. 事業の実施状況 

1. 特定非営利活動に係る事業 

1-1 市民活動に関する情報の収集および提供 

今年度は「つどい委託業務」の業務内で行った。  

 

1-2 市民活動に関する調査及び研究 

今年度の実施はなかった。 

 

1-3 市民活動に関する講座・講演 

今年度の実施はなかった。 

 

1-4 市民活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助 

1） （事 業 名）八尾市市民活動支援ネットワークセンター運営業務 

（内   容）「八尾市市民活動支援ネットワークセンター運営業務」として「つどい」

の委託運営を行った。 

（実施場所）八尾市市民活動支援ネットワークセンター「つどい」 

（実施日時）令和 6（2024）年 4 月 1 日〜令和 7（2025）年 3 月 31 日 

（対 象 者）八尾市民 

（収  益）つどい管理運営事業助成金 9,163,000 円 

（費  用）別紙の「財務諸表の注記」の「事業費の内訳（別紙）」を参照 

※ 詳細の事業内容は、別冊【令和6年度 八尾市市民活動支援ネットワークセンタ

ー運営に係る業務報告書】をご覧ください。 
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1-5 その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 

1） （事 業 名）行政への参画づくり（審議会・市民会議）及び情報共有 

（内   容） 市民委員として行政が主催する審議会や委員会に、下記の委員を推薦・

選出し、下記の審議会・委員会に参画することが出来た。 

・ 「八尾市芸術文化振興審議会委員」：大内涼加委員（今年度末まで） 

（収益・費用）共に 0 円 

2） （事 業 名）活動自粛時の支援及び「つどい」夜間閉館に伴う活動場所の提供等 

（内   容）夜間の活動場所として部屋及び活動に必要な機器・人的支援等の提供を行

った。各活動主体とのつながりづくりの維持及び支援を行った。 

（実施場所）光専寺 1 階ガレージ及び 2 階和室（八尾市本町 7 丁目 9 番 2 号） 

（実施日時）令和 6（2024）年 4 月 1 日〜令和 6（2024）年 10 月 31 日 

（対 象 者）八尾市内の各種活動主体及び八尾市民（会議 18 回・150 名利用） 

（収  益）受取寄付金 106,845 円・中退共掛金助成金 4,980 円 

（費  用）法定福利費 61,800 円・消耗品費 14,030 円・賃借料 35,000 円・支払手数

料 995 円 

3） （事 業 名）物品整理及び廃棄処分並びに物品撤収 

（内   容）つどい館内及び光専寺内に保管していた他団体及び関係者から譲り受けた

物品及び当法人所有物について不用品の処分・廃棄を行った。光専寺内

保管分も含めカラー印刷・大判印刷・各種物品の貸出・提供が出来なく

なったことで法人所有物品を「つどい登録団体」延べ 5 団体へお譲りした。

なお、「つどい」にはデータベース専用で使用していたデスクトップパソ

コンを 1 台寄贈した。 

（実施場所）八尾市市民活動支援ネットワークセンター「つどい」及び光専寺 

（実施日時）令和 6（2024）年 9 月～11 月及び令和 7（2025）年 3 月 

（対 象 者）「つどい登録団体」及び関係者 

（収  益）受取寄付金 61,585 円 

（費  用）支払手数料 145,610 円 

4） （事 業 名）キャリアアップ助成金による処遇改善の実施 

（内   容）厚生労働省大阪労働局が管轄である「キャリアアップ助成金」の計画書を

策定し、その中から「賃金規定等改定コース」及び「社会保険適用時処遇

改善コース」に取組んだ。取り組むことで就業規則の制定に踏み切る機会

になり、処遇改善のための資金調達を行った。労働者の賃金ベースアッ

プ分及び昇給分及び処遇改善として社会保険・雇用保険・退職金共済加

入分の法定福利費分の費用執行を実施した。 

（実施場所）理事長自宅及び大阪労働局助成金センター等 

（実施日時）令和 6（2024）年 9 月～令和 7（2025）年 2 月 

（対 象 者）当法人の有期雇用労働者及びパートタイム労働者 

（収  益）キャリアアップ助成金 415,000 円 

（費  用）給与手当 191,100 円・臨時雇賃金 8,400 円・法定福利費 150,500 円 

5） （事 業 名）棚卸資産の棚卸減耗の実施 

（内   容） 2013（平成 25）年度に「やお市民活動まつり」の名称に「アートやっち

ゃお！」の名称を加えることになった際に、その PR として「アートやっ
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ちゃお！」のロゴマークがプリントされた T シャツを 200 枚製作した。

制作から 12 年近くが経ち、現在も在庫が 87 枚あり、半分強の提供のみ

に留まっていた。在庫を引き揚げ、次年度に処分する準備を行った。そ

の準備として 12年近くに及ぶTシャツの経年変化による棚卸資産の価値

を 10 分の 1 に低下する減耗処分を行った。 

（実施場所）八尾市市民活動支援ネットワークセンター「つどい」及び理事長自宅 

（実施日時）令和 7（2025）年 3 月 

（収  益）0 円 

（費  用）棚卸減耗費 61,920 円 

 

2. その他の事業（なし） 

 

Ⅳ. 社員総会の開催状況 

○ 通常総会 9 月 29 日（日）19 時～20 時  光専寺にて 出席者：13 名（委任 8 名含む） 

（内容）第 1 号議案：令和 5（2023）年度 事業報告書及び会計書類の件 

※ 会計書類：令和 5（2023）年度 貸借対照表・財産目録・活動計算書 

第 2 号議案：令和 6（2024）年度 事業計画書（案）及び活動予算書（案）の件 

第 3 号議案：役員選任の件 

 

Ⅴ. 理事会その他の役員会の開催状況 

○ 第 1 回理事会 4 月 11 日（木）19 時～21 時  光専寺にて 出席者：7 名 

（内容）今後の事業と通常総会開催について 

○ 第 2 回理事会 7 月 12 日（金）18 時半～20 時半  光専寺にて 出席者：5 名 

（内容）議事録署名について 

第 1 号議案：役員改選・互選の件 

第 2 号議案：令和 5 年度 事業報告書及び 会計書類の件 

第 3 号議案：令和 6 年度 事業計画書（案）及び活動予算書（案）の件 

○ 第 3 回理事会 8 月 14 日（水）18 時半～20 時  光専寺にて 出席者：7 名 

（内容）開催挨拶時に理事長及び理事辞任の発表 

議事録署名について 

第 1 号議案：役員改選・互選の件 

第 2 号議案：令和 5 年度 事業報告書及び 会計書類の件 

第 3 号議案：令和 6 年度 事業計画書（案）及び活動予算書（案）の件 

○ 第 4 回理事会 10 月 1 日（火）19 時～20 時  光専寺にて 

出席者：7 名（内書面表決者含む） 

（内容）第 1 号議案：議事録署名人の選任 

第 2 号議案：理事長、副理事長選定の件 

第 3 号議案：定款変更・総会開催スケジュール及び主たる事務所の所在地変更の件 

第 4号議案：その他議案 

○ 第 5 回理事会 3 月 2 日（日）19 時～22 時  八尾市まちなみセンターにて 

出席者：4 名（内書面表決者含む） 

（内容）第 1 号議案：「つどいプロポーザル応募」について 

第 2 号議案：その他議案 

○ その他役員とのコミュニケーション 
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・ 8 月 21 日から：辞任を発表した理事長 1 名と理事 1 名以外の各理事・監事の意向確認と今後

の通常総会までの進め方について、副理事長から1名ずつ面会しコミュニケーションを行った。 

・ 9 月 13 日から 17 日まで：辞任を発表した理事長 1 名と理事 1 名以外の各理事・監事に

通常総会開催までの進め方と今後の進め方について、副理事長から 1 名ずつ面会し承認を

いただいた。 

・ 12 月 12 日（水）：辞任を発表した理事長 1 名と理事 1 名に加え、今年度末で辞任意向を

示した 3 名以外の副理事長 1 名と監事 1 名とで三役会の開催を行った。急遽、時間が合

わなかったため、理事長から 1 名ずつ面会し代表者変更及び主たる事務所の所在地変更等

に伴う各種手続きの報告など情報共有と意見交換を行った。 

 

Ⅵ. 会員数（3月末現在） 

正会員：14 会員（増減なし） 賛助会員：41 会員（3 会員減少） 

 

Ⅶ.その他 

○ 次年度の「つどい」プロポーザル公募へ事業提案参加申込み及び事業提案書の提出等の実施 

・ 1月末からプロポーザル公募がスタートし、2月17日に事業提案参加申込書を提出。 

・ 3月6日に事業提案書を提出し、3月21日（金）に選定委員会に参加しプレゼンテーション

発表及び質疑応答を行った。 

・ 3月25日付で八尾市公募型プロポーザル方式等事業者選考委員会の選定結果について、慎

重に審査した結果、他団体を優先交渉権者として決定したと通知があった。 

 

以上 


